
 

○（株）サイバーリンクス 

  

 

 ア 法人の概要 

   流通業（食品小売業）向けに受発注業務システムの提供を行うほ

か、和歌山県内の自治体向けに防災無線システム、基幹系・情報系

システムの提供を行っている。 

 

イ 今回受けた大臣認定の区分 

（１）署名検証者 

   インターネットで電子文書を送信する際の文書の改ざんの確認

などに利用可能な署名用電子証明書の有効性確認等が可能となる。 

（２）利用者証明検証者 

   インターネット上のログイン認証などに利用可能な利用者証明

用電子証明書の有効性確認等が可能になる。 

   

ウ 大臣認定取得の狙い（将来像） 

① 流通業における小売業と卸売業の発注、支払いに利用※（資料 4）  

② 社内決裁システムに利用 
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インターネット

顧客(住民)

地方公共団体情報システム機構

市町村

電子証明書

④ 電子証明書を
マイナンバー
カードに格
納・交付

電子証明書
発行

本人確認

住基ネット

電子証明書

安全にログイン
（ID・パスワード方式は成

りすましの危険性）

②通知

③電子証明書を発
行

連動

検証者

電子証明書
失効管理

⑥電子証明書の失効の
有無の確認依頼

⑤

【改正点①】
行政機関等に限られていた公的個人認証サービスの対象を民間事業者へ拡大
（＝検証者の範囲を、行政機関等だけでなく民間事業者へ拡大）

① マイナンバーカー
ドの発行申請

公的個人認証サービスのイメージと制度改正（平成28年１月以降）

【改正点②】
電子証明書は２種類。

電子利用者証明

公開鍵＋電子証
明書(基本４情報

含まない)
＋

◎利用者証明用電子証明書＜新規＞

◎署名用電子証明書【電子版の印鑑登録】

公開鍵＋電子証
明書(基本４情報

含む)

電子署名

（申請書等を秘
密鍵で署名）

電子署名

申請書等
（平文）

＋ ＋

電子署名
： インターネットで電子文書を送信する際などに、署名用
電子証明書を用いて、文書が改ざんされていないかどう
か等を確認することができる仕組み

電子利用者証明
： インターネットを閲覧する際などに、利用者証明用電子
証明書を用いて、利用者本人であることを証明する仕
組み

⑦確認結果

【電子版の顧客カード】

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長
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「プラットフォーム事業者」を活用した公的個人認証サービスの利用の推進について

● 公的個人認証サービスの利用のために必要となる「電子証明書の受付・有効性確認等のためのシステム」を、各民間事業者（署

名等検証者）が個別に整備・運用するのではなく、特定事業者（いわゆる「プラットフォーム事業者」）が整備し、これを、各民間事業

者が利用することとすれば、いわゆる「割り勘効果」により、各民間事業者の導入・利用コストを大きく削減することが期待できる。

民間事業者 A1
失効情報を利用した業務を行う者

（署名等検証者）

民間事業者 A2

民間事業者 A3

民間事業者 B
（プラットフォーム事業者）

利用者

地方公共団体
情報システム機構

電子証明書

失効情報等

B社が総務大臣からの
認定を受ける。

評価対象
システム

● こうした、プラットフォーム事業者を活用した公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、制度面において、以下の趣旨

の措置を講じている。

① 「総務大臣の認定」（法第17条第１項第６号）について

「電子証明書の受付・有効性確認のためのシステム」の全部を、プラットフォーム事業者に委託する場合には、各民間事業者に

代わり、プラットフォーム事業者が認定を受けることができることとし、各民間事業者の負担を軽減する。

② 「機構への届出」（法第17条第１項）について

「電子証明書の受付・有効性確認のためのシステム」の全部を、プラットフォーム事業者に委託する場合には、各民間事業者に

代わり、プラットフォーム事業者が届出を行うことができることとし、各民間事業者の負担を軽減する。

民間事業者 A4

民間事業者 AN

・
・
・
・

・
・
・
・
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JPKIによる契約者確認の流通業への適用 資料４

JPKIを利用

【流通業への適用】

J-LIS

卸売業者
（ＳＰ事業者）

個人事業主
（小売業者）

検証_依頼検証_回答

サイバーリンクス
（ＰＦ事業者）

個人事業主
（生産者）

売買契約

JPKIを利用

売買契約

検証_依頼

検証_回答

JPKIを利用し、
確実な受発注

を実現

【生産者ｰ卸売業者】
・生産者（個人）から卸売業者に製品を販売する際の契約のシーンで本人確認として利用

【卸売業者ｰ小売業者】
・卸売業者から小売業者（個人）に製品を卸す際の契約のシーンで本人確認として利用

【メリット】
・個人事業主である生産者と小売業者においても、マイナンバーカードの電子証明書を利用することにより電子契約
を締結することが可能
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